［様式Ａ］
紫波町町営住宅建替整備事業サウンディング調査
参加申込書

　紫波町町営住宅建替整備事業サウンディング調査について、次のとおり参加を申し込みます。
	名　　　称
	

	所　在　地
	

	ご担当者
ご連絡先
	所属部署
	

	
	氏　　名
	

	
	Ｅメール
	

	
	電　　話
	



対話実施希望日
	下記の候補日から、対応が可能な時間帯に○印を付して下さい。※午前の部：9～12時、午後の部：13～17時
括弧内に希望順位を記入してください（第一希望は「1」、第二希望は「2」、第三希望は「3」を記入）。

	令和８年５月11日（月）
	・午前（　　）　　・午後（　　）　　・どちらも可（　　）

	令和８年５月12日（火）
	・午前（　　）　　・午後（　　）　　・どちらも可（　　）

	令和８年５月13日（水）
	・午前（　　）　　・午後（　　）　　・どちらも可（　　）

	令和８年５月14日（木）
	・午前（　　）　　・午後（　　）　　・どちらも可（　　）

	令和８年５月15日（金）
	・午前（　　）　　・午後（　　）　　・どちらも可（　　）

	令和８年５月18日（月）
	・午前（　　）　　・午後（　　）　　・どちらも可（　　）

	令和８年５月19日（火）
	・午前（　　）　　・午後（　　）　　・どちらも可（　　）

	令和８年５月20日（水）
	・午前（　　）　　・午後（　　）　　・どちらも可（　　）

	令和８年５月21日（木）
	・午前（　　）　　・午後（　　）　　・どちらも可（　　）

	令和８年５月22日（金）
	・午前（　　）　　・午後（　　）　　・どちらも可（　　）



対話出席予定者
	氏名
	所属

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



※対話への出席は単独事業者でもグループでも結構です。出席者は、1者につき5名以内としてください。

申込期間終了後、事務局から実施日時及び場所を電子メールにてご連絡いたします。ご希望に添えない場合もありますのでご承知おきください。
対話内容

Ｑ１. 紫波町町営住宅建替整備事業（以下「本事業」という。）への参画意欲について
①　現時点で、本事業への参画意欲について該当するものに○印をご記入ください。また、その理由につきましてもお聞かせください。
	○印
	参画意欲
	理由

	
	強く希望している
	

	
	希望している
	

	
	興味がある
	

	
	情報収集の段階である
	




②　本事業の関心をお持ちの分野について記号に○印をご記入ください。（複数回答可）
	関心のある分野

	町営住宅（古館地区）

	
	ａ 設計　　　　　　　ｂ 建設　　　　　　　ｃ 維持管理
ｄ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	町営住宅（赤石地区）

	
	ａ 設計　　　　　　　ｂ 建設　　　　　　　ｃ 維持管理
ｄ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	町営住宅（日詰地区）

	
	ａ 設計　　　　　　　ｂ 建設　　　　　　　ｃ 維持管理
ｄ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）





Ｑ２．紫波町町営住宅建替整備事業（第Ⅰ期）プロポーザル要領（案）（以下「プロポーザル要領（案）という。」）について
①　古館地区及び赤石地区の２地区を事業場所とすることについて、お考えをお聞かせください。プロポーザル要領（案）p.1　２(2)
	（ご回答）





②　「維持管理に係る入居者対応」を事業内容としていることについて、お考えをお聞かせください。プロポーザル要領（案）p.2　２(4)オ
	（ご回答）





③　事業期間の条件として、２地区のうちいずれか１区の借上げ始期を令和10年度、もう一方の地区の借上げ始期を令和11年度としていることについて、お考えをお聞かせください。
プロポーザル要領（案）p.2　２(5)
	（ご回答）





④　提案基準額について、ご質問等ありましたらお聞かせください。
プロポーザル要領（案）p.2　２(6)
	（ご回答）





Ｑ３．紫波町町営住宅建替整備事業（第Ⅰ期）要求水準書（案）（以下「要求水準書」という。）について
①　３年に一度、借上げ料の改定について協議を行うことについて、お考えをお聞かせください。要求水準書（案）p.5　第２－５(1)ウ
	（ご回答）






②　敷金を各入居者の家賃の３か月分に相当する額とすることについて、お考えをお聞かせください。要求水準書（案）p.5　第２－５(2)ア
	（ご回答）





③　共益費、駐車場使用料に関する徴収方法及び額の設定に係る配慮事項について、お考えをお聞かせください。要求水準書（案）p.5　第２－５(3)、(4)
	（ご回答）









④　世帯区分ごとの整備戸数について、一定の範囲で事業者の裁量に委ねることとしていますが、お考えをお聞かせください。要求水準書（案）p.20　第５－１(2)
	（ご回答）






⑤　世帯区分ごとの住戸面積について、間取りを示さず下限値のみの条件としていることについて、お考えをお聞かせください。要求水準書（案）p.20　第５－１(2)
	（ご回答）






⑥　附帯施設における駐車場、自転車置場の台数について、お考えをお聞かせください。
要求水準書（案）p.23　第５－２(10)ア、イ
	（ご回答）











Ｑ４．その他
本事業の公募実施に際して、町に明確にしてもらいたいことや確認したいこと、対話時に取り上げたい事項などがあれば具体的にお聞かせください。
	（ご回答）
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